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令 和 ７ 年 度 諫 早 市 農 業 委 員 会 第８回総会議事録 

 

１ 開催日時 令和７年１１月２８日（金）開 会 午後２時００分 ～ 閉 会 午後３時００分 

 

２ 開催場所 諫早市役所 本館８階 ８－1会議室 

 

３ 出席委員 （１８人） 

  会 長   ２０番 久 本 純 造 

  会長職務代理者   １９番 前 田 貞 松 

  農 業 委 員    １番 久 保  繁   ２番 牟 田 直 志  ４番 立 森 和 富    

５番 林 田 芳 信   ６番 平 野 和 敏  ７番  増田真美子    

８番 補 伽 文 夫   ９番 森田正男   １０番  中島康範 

 １１番 松本秀徳    １２番 江 崎 義 明 １３番 野田 浩 

 １４番 泉野政則   １５番 田 渕 勇 二 １７番 池田武弘 

１８番 増 山 時 子   

 

４ 欠 席 委 員 （２人） ３番 西口雪夫 １６番 山 開 博 俊   

 

５ 議 案 

第１号  農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に伴う意見聴取の件 

第２号 農地法第３条の規定による許可申請書審議の件 

第３号 農地法第４条の規定による許可申請書審議の件 

第４号 農地法第５条の規定による許可申請書審議の件 

第５号 農地中間管理事業に係る「農用地利用集積等促進計画」に対する 

意見聴取の件 

       第６号 地籍調査による農地地目の変更に伴う意見聴取の件 

 

６ 報 告 

第１号 農地法第３条の３の規定による届出書受理の件 

第２号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知の件 

第３号 農地法第４条の規定による農地転用届出書受理の件 

第４号 農地法第５条の規定による農地転用届出書受理の件 

第５号 非農地通知申出書受理の件 

       

７ そ の 他 

        

８ 事 務 局 

局 長 諸岡昌史   次 長 嶋田弘樹   事務職員 久間利彦 
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事務職員 俣野海喜 

９ 議 事 

（開会） 

議   長   これより、「令和７年度諫早市農業委員会第８回総会」を開会いたします。 

総会の定足数について、事務局より報告願います。 

事 務 局   総会の定足数につきまして、ご報告いたします。 

         農業委員会の在任委員２０名中、１８名の出席で定足数に達していますので、総

会が成立していることをご報告いたします。なお、３番西口雪夫委員、１６番山開

博俊委員から欠席の届出があっております。以上で報告を終わります。 

議   長   それでは議事に入る前に、諫早市農業委員会総会会議規則第１９条第２項に規定

の議事録署名人を定めたいと存じます。 

         私に、ご一任いただければ指名したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   異議なしということでありますので、議事録署名人に１０番中島康範委員、１１

番松本秀徳委員のご両人にお願いいたします。 

        それでは、議事に入りますが、議事進行上、発言される際は、挙手をし、議長の

許可を受けてから、氏名を告げて発言をお願いします。 

また、発言は、簡明に、議題外、又はその範囲を越えないようにお願いします。 

（議案第１号）  それでは、議案第１号「農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に伴う意見

聴取の件」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第１号「農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に伴う意見聴取の件」

についてご説明いたします。 

今月は３件の農用地利用計画変更に伴う意見徴取がございます。  

全て軽微な変更によるものとして、諫早市長から農業委員会へ意見を求められた

ものでございます。 

１番、多良見町佐瀬の畑２筆合計４４５㎡の農地について、農業用倉庫を建設す

るために農用地区域の用途区分を農用地から農業用施設用地へ変更する申出です。 

申請者は多良見町において営農されておりますが、平成２８年頃に申出地に農業

用倉庫を建設し利用しておりました。今回追認という形での、農業用施設用地へ変

更する申出となっております。なお、農振法の用途変更手続完了後は農地法第４条

の農地転用申請をする予定となっております。 

２番、森山町本村の田１筆４，７０５㎡のうち３４２．２５㎡の農地について、

観光農園を行うための施設を建設するために農用地区域の用途区分を農用地から農

業用施設用地へ変更する申出です。申請者は森山町において営農されておりますが、

令和６年以降、申出地に観光農園を行うための施設を建設し利用しておりました。

今回追認という形での、農業用施設用地へ変更する申出となっております。なお、

農振法の用途変更手続完了後は農地法第５条の農地転用申請をする予定となってお

ります。また、敷地北側の事務所、倉庫部分については、既に農業用施設用地とな

っております。 
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３番、森山町田尻の田１筆８５４㎡のうち４８㎡の農地について、農業用倉庫を

建設するために農用地区域の用途区分を農用地から農業用施設用地へ変更する申出

です。申請者は森山町において営農されておりますが、新たな農業用倉庫を整備す

るため、農業用施設用地へ変更する申出となっております。なお、農振法の用途変

更手続完了後は農業用施設届出をする予定となっております。 

 議   長   議案第１号の説明がありましたが、１番について何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長  ご質問がないようですので、１番の農用地区域の用途変更について「異議がない」

と意見することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

ご異議がないようですので、１番の農用地区域の用途変更について「異議がない」

と意見することに決定いたします。 

次に２番について、何かご質問はありませんか。 

        （「なし」と言う者あり） 

ご質問がないようですので、２番の農用地区域の用途変更について「異議がない」

と意見することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

ご異議がないようですので、２番の農用地区域の用途変更について「異議がない」

と意見することに決定いたします。 

次に３番について、何かご質問はありませんか。 

        （「なし」と言う者あり） 

ご質問がないようですので、３番の農用地区域の用途変更について「異議がない」

と意見することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

ご異議がないようですので、３番の農用地区域の用途変更について「異議がない」

と意見することに決定いたします。 

（議案第２号） 

 議   長   次に、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請書審議の件」を議題とい

たします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請書審議の件」についてご説明い

たします。 

１番、飯盛地区、飯盛町久保の農地１筆、２，６８７㎡について、耕作を開始す

るため、購入する申請です。権利取得後の農地面積は、２，６８７㎡です。トラク

ターや管理機等の機械は所有されており家族と一緒に農作業を行います。また、農

業に約１０年間従事され、譲受人宅から申請地までは徒歩で約１分ほどであります

ので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

２番、高来地区、高来町三部壱の農地１筆、２，４４７㎡について、農業経営規

模拡大を行うため、購入する申請です。権利取得後の農地面積は１６，１６２㎡で

す。トラクターや田植機等の機械は所有されており、家族と一緒に農作業をされて
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います。また、農業に約９年間従事され、譲受人宅から申請地までは車で約５分ほ

どでありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

３番、高来地区、高来町小峰の農地１筆、１，０２２㎡について、農業経営規模

拡大を行うため、購入する申請です。権利取得後の農地面積は４，４２８㎡です。

トラクターや軽トラック等の機械は所有されており、家族と一緒に農作業をされて

います。また、農業に約３０年間従事され、譲受人宅から申請地までは徒歩で約１

分ほどでありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

議   長   議案第２号の説明がありましたが、１番については２番の委員に関する事項でござ

いますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、２番の委員の退席を

求めます。 

（２番委員退席） 

それでは、１番について飯盛地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員  １番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地におい

て年間を通し、梅を栽培されると見込まれます。農地法第３条第２項各号のいずれにも

該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お願いします。 

議   長  それでは、１番について、何かご質問はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

ご質問がないようですので、１番は、申請どおり許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長  ご異議がないようですので、１番は、申請どおり許可することに決定いたします。 

２番委員の入場を求めます。 

（２番委員入場、着席） 

議   長  次に２番と３番ついて高来地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員  ２番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地におい

て年間を通し、水稲を栽培されると見込まれます。農地法第３条第２項各号のいずれに

も該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お願いします。 

委   員  ３番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地におい

て年間を通し、白菜、大根、玉ねぎ等を栽培されると見込まれます。農地法第３条第２

項各号のいずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議

お願いします。 

議   長  ２番と３番について、何かご質問はありませんか。 

       （「なし」と言う者あり） 

議   長  ご質問がないようですので、２番と３番は、申請どおり許可することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長  ご異議がないようですので、２番と３番は、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

（議案第３号） 

議   長  次に、議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請書審議の件」を議題といたし
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ます。事務局から、説明をお願いします。 

事 務 局  議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請書審議の件」についてご説明いたし

ます。 

１番、飯盛町上原の田１筆８３１㎡の農地を農業用施設用地とする転用申請です。区

域区分はその他の区域、農用地区域です。申請者ですが、飯盛町等において営農されて

おりますが、農業経営規模拡大のため、新たな農業用施設を整備するものです。土地の

造成はなく、現状のまま利用するため被害の恐れはありません。雨水は道路側溝へ放流

し、汚水・生活雑排水は発生しません。隣接する農地所有者等との協議報告書が添付さ

れ、資金については融資証明書と通帳で確認しています。なお、令和７年１０月１０日

付けで農用地利用計画の軽微な変更がなされております。 

議   長  議案第３号の説明がありましたので、１番について飯盛地区担当の委員さん補足説明

をお願いします。 

委   員  担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土地利用計画

図等から判断して、農業用施設用地に転用することについて適正であると思われます。

ご審議のほどよろしくお願いします 

議   長  １番について、何かご質問はありませんか。 

       （「なし」と言う者あり） 

議   長  ご質問がないようですので、１番は、申請どおり許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長  ご異議がないようですので、１番は、申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長  次に、議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請書審議の件」を議題といたし

ます。事務局から、説明をお願いします。 

事 務 局  議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請書審議の件」についてご説明いたし

ます。 

１番、天満町の畑１筆３１６㎡の農地について建売住宅用地とする転用申請です。契

約内容は所有権移転（売買）、区域区分は調整区域、農振白地です。農地の立地基準につ

いては、第２種農地に該当します。本件は１区画の宅地を造成し、木造２階建ての建売

住宅を建築するものです。土地の造成については、盛土を最高０．５１ｍ、切土を最高

０．２５ｍ施し、擁壁を設け土砂等の流出を防ぎます。雨水については敷地内に設置す

る側溝から道路側溝に放流し、汚水・生活雑排水も合併浄化槽から道路側溝に放流しま

す。隣接する農地はなく、資金については残高証明書で確認しています。都市計画法第

４３条建築許可申請中です。 

２番、平山町の田１筆２３３㎡の農地について分譲住宅用地とする転用申請です。契

約内容は所有権移転（売買）、区域区分は調整区域、農振白地です。農地の立地基準につ

いては、第２種農地に該当します。本件は、１区画の分譲住宅用地を整備するものです。

土地の造成については、盛土を最高０．８ｍ施し、擁壁を設け土砂等の流出を防ぎます。

雨水については水路に放流し、汚水・生活雑排水は下水道に接続します。隣接する農地

はなく、資金については残高証明書で確認しています。都市計画法第４３条建築許可申

請中です。 
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３番、赤崎町の田１筆５２７㎡の農地について住宅用地（一般住宅）とする転用申請

です。契約内容は使用貸借権設定、区域区分は調整区域、農振白地です。農地の立地基

準については、１０ｈａ以上の広がりがある農地に隣接しているので第１種農地に該当

し原則不許可になりますが、既存の集落に接続しますので不許可の例外に該当します。

本件は、木造２階建ての住宅を建築するものです。土地の造成については、盛土を最高

０．２５ｍ施し、土留め工事を行い土砂等の流出を防ぎます。雨水については敷地内の

集水桝から道路側溝に放流し、汚水・生活雑排水は下水道に接続します。隣接する農地

所有者等との協議報告書が添付され、資金については融資証明書で確認しています。都

市計画法第４３条建築許可申請中です。 

４番、長田町の畑１筆４００㎡の農地について住宅用地（一般住宅）とする転用申請

です。契約内容は所有権移転（売買）、区域区分は調整区域、農振白地です。農地の立地

基準については、１０ｈａ以上の広がりがある農地に隣接しているので第１種農地に該

当し原則不許可になりますが、既存の集落に接続しますので不許可の例外に該当します。

本件は、木造平屋建ての住宅を建築するものです。土地の造成については、盛土を最高

０．８ｍ、切土を最高０．９ｍ施し、擁壁を設け土砂等の流出を防ぎます。雨水につい

ては道路側溝に放流し、汚水・生活雑排水は下水道に接続します。隣接する農地所有者

等との協議報告書が添付され、資金については融資証明書で確認しています。都市計画

法第４３条建築許可申請中です。 

５番、長田町の現況地目畑１筆１９４㎡の農地について建売住宅用地とする転用申請

です。契約内容は所有権移転（売買）、区域区分は調整区域、農振白地です。農地の立地

基準については、第２種農地に該当します。本件は１区画の宅地を造成し、木造２階建

ての建売住宅を建築するものです。土地の造成については、切土を最高０．２ｍ施し、

土留め工事を行い土砂等の流出を防ぎます。雨水については敷地内に設置する雨水桝か

ら道路側溝に放流し、汚水・生活雑排水は下水道に接続します。隣接する農地はなく、

資金については残高証明書で確認しています。都市計画法第４３条建築許可申請中です。 

６番、森山町下井牟田の畑２筆合計１８３㎡の農地について建売住宅用地とする転用

申請です。契約内容は所有権移転（売買）、区域区分はその他の区域、農振白地です。農

地の立地基準については、第２種農地に該当します。本件は１区画の宅地を造成し、木

造２階建ての建売住宅を建築するものです。土地の造成については、盛土を最高０．２

０ｍ施し、土留め工事を行い土砂等の流出を防ぎます。雨水については道路側溝に放流

し、汚水・生活雑排水は下水道に接続します。隣接する農地はなく、資金については残

高証明書で確認しています。 

７番、飯盛町佐田の田２筆合計４０１㎡の農地について住宅用地（一般住宅）とする

転用申請です。契約内容は所有権移転（贈与）、区域区分はその他の区域、農振白地です。

農地の立地基準については、１０ｈａ以上の広がりがある農地に隣接しているので第１

種農地に該当し原則不許可になりますが、既存の集落に接続しますので不許可の例外に

該当します。本件は、木造平屋建ての住宅を建築するものです。土地の造成については、

切土を最高０．７ｍ施し、擁壁を設け土砂等の流出を防ぎます。雨水については敷地内

の集水桝から道路側溝に放流し、汚水・生活雑排水は下水道に接続します。隣接する農



 - 7 - 

地所有者等との協議報告書が添付され、資金については融資証明書で確認しています。 

８番、飯盛町川下の畑２筆合計３５４㎡の農地について住宅用地（一般住宅）とする

転用申請です。契約内容は所有権移転（売買）、区域区分はその他の区域、農振白地です。

農地の立地基準については、第２種農地に該当します。本件は、木造２階建ての住宅を

建築するものです。土地の造成はなく現状のまま利用するため、被害の恐れはありませ

ん。雨水については、敷地内の既存の側溝から水路に放流し、汚水・生活雑排水は下水

道に接続します。隣接する農地はなく、資金については残高証明書で確認しています。 

９番、小長井町小川原浦の田２筆合計４６５㎡の農地について住宅用地（一般住宅）

とする転用申請です。契約内容は所有権移転（売買）、区域区分はその他の区域、農振白

地です。農地の立地基準については、１０ｈａ以上の広がりがある農地に隣接している

ので第１種農地に該当し原則不許可になりますが、既存の集落に接続しますので不許可

の例外に該当します。本件は、木造平屋建ての住宅を建築するものです。土地の造成に

ついては、盛土を最高０．４８ｍ、切土を最高０．７２ｍ施し、法面保護を行い土砂等

の流出を防ぎます。雨水については水路に放流し、汚水・生活雑排水は下水道に接続し

ます。隣接する農地は譲渡人の自己所有であり問題なく、資金については残高証明書で

確認しています。法定外公共物の占用については、小長井町支所産業建設課と協議済み

です。 

議   長  議案第４号の説明がありましたので、１番について中央地区担当の委員さん補足説明

をお願いします。 

委   員  担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土地利用計画

図等から判断して、建売住宅用地に転用することについて適正であると思われます。ご

審議のほどよろしくお願いします。 

議   長  １番について、何かご質問はありませんか。 

       （「なし」と言う者あり） 

議   長  ご質問がないようですので、１番は、申請どおり許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長  ご異議がないようですので、１番は、申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長  次に、２番について小栗地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土地利用計

画図等から判断して、分譲住宅用地に転用することについて適正であると思われます。

ご審議のほどよろしくお願いします。 

議   長 ２番について、何かご質問はありませんか。 

      （「なし」と言う者あり） 

議   長  ご質問がないようですので、２番は、申請どおり許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長  ご異議がないようですので、２番は、申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長  次に、３番について小野地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土地利用計

画図等から判断して、住宅用地に転用することについて適正であると思われます。ご
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審議のほどよろしくお願いします。 

議   長  ３番について、何かご質問はありませんか。 

       （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、３番は申請どおり許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、３番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、４番と５番について長田地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ４番を担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土地

利用計画図等から判断して、住宅用地に転用することについて適正であると思われま

す。ご審議のほどよろしくお願いします。 

５番を担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土地

利用計画図等から判断して、建売住宅用地に転用することについて適正であると思わ

れます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議   長  ４番と５番について、何かご質問はありませんか。 

       （「なし」と言う者あり） 

議   長  ご質問がないようですので、４番と５番は申請どおり許可することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長  ご異議がないようですので、４番と５番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長  次に、６番について森山地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員  担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土地利用計画

図等から判断して、建売住宅用地に転用することについて適正であると思われます。ご

審議のほどよろしくお願いします。 

議   長 ６番について、何かご質問はありませんか。 

      （「なし」と言う者あり） 

議   長  ご質問がないようですので、６番は申請どおり許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長  ご異議がないようですので、６番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長  次に、７番と８番について、飯盛地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員  ７番を担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土地利

用計画図等から判断して、住宅用地に転用することについて適正であると思われます。

ご審議のほどよろしくお願いします。 

８番を担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土地利

用計画図等から判断して、住宅用地に転用することについて適正であると思われます。

ご審議のほどよろしくお願いします。 

議   長  ７番と８番について、何かご質問はありませんか。 

       （「なし」と言う者あり） 

議   長  ご質問がないようですので、７番と８番は申請どおり許可することにご異議ありませ

んか。 
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（「異議なし」と言う者あり） 

議   長  ご異議がないようですので、７番と８番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長  次に、９番について小長井地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員  担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土地利用計画

図等から判断して、住宅用地に転用することについて適正であると思われます。ご審議

のほどよろしくお願いします。 

議   長  ９番について、何かご質問はありませんか。 

      （「なし」と言う者あり） 

議   長  ご質問がないようですので、９番は申請どおり許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長  ご異議がないようですので、９番は申請どおり許可することに決定いたします。 

（議案第５号） 

議   長   次に、議案第５号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画に対する意

見聴取の件」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第５号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画に対する意見聴取

の件」についてご説明します。 

１番と２番は借受人が同一の案件となります。 

１番、中央地区本明町の農地７筆と、２番、中央地区本明町の農地１筆を再設定に

よる使用貸借１０年での貸付けです。 

３番、小栗地区小ヶ倉町の農地２筆を新規設定による使用貸借１０年での貸付けで

す。 

４番、有喜地区天神町の農地２筆を新規設定による賃貸借１０年での貸付けです。 

５番、森山町本村の農地１筆を新規設定による使用貸借１０年での貸付けです。 

６番と７番は借受人が同一の案件となります。 

６番、森山町本村の農地２筆と、７番、森山町本村の農地５筆を新規設定による使

用 貸借１０年での貸付けです。 

８番と９番は借受人が同一の案件となります。 

８番、森山町本村の農地１筆と、９番、森山町本村の農地２筆を新規設定による使

用 貸借１０年での貸付けです。 

１０番、森山町田尻の農地５筆を新規設定による使用貸借１０年での貸付けです。 

１１番から１８番は借受人が同一の案件となります。 

１１番、森山町田尻の農地３筆、１２番、森山町田尻の農地１筆、１３番、森山町

田尻の農地３筆、１４番、森山町田尻の農地７筆、１５番、森山町田尻の農地１筆、

１６番、森山町田尻の農地２筆、１７番、森山町田尻の農地１筆、１８番、森山町田

尻の農地１筆を新規設定による使用貸借１０年での貸付けです。 
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１９番、森山町田尻の農地２筆を新規設定による使用貸借１０年での貸付けです。 

２０番、森山町田尻の農地２筆を新規設定による使用貸借１０年での貸付けです。 

２１番と２２番は借受人が同一の案件となります。 

２１番、森山町田尻の農地１筆と、２２番、森山町田尻の農地１筆を新規設定によ

る使用貸借１０年での貸付けです。 

２３番、森山町田尻の農地１筆を新規設定による使用貸借１０年での貸付けです。 

２４番から２６番は借受人が同一の案件となります。 

２４番、飯盛町中山の農地２筆、２５番、飯盛町中山の農地１筆、２６番、飯盛町

中山の農地１筆を新規設定による使用貸借及び賃貸借１０年での貸付けです。 

２７番から３４番は借受人が同一の案件となります。 

２７番、飯盛町上原の農地４筆、２８番、飯盛町上原の農地７筆、２９番、飯盛町 

上原の農地２筆、３０番、飯盛町上原の農地１筆、３１番、飯盛町上原の農地２筆、３

２番、飯盛町上原の農地１筆、３３番、飯盛町上原の農地１筆、３４番、飯盛町上原の

農地１筆を新規設定による使用貸借及び賃貸借１０年での貸付けです。 

以上 第５号議案の１番から３４番までの申出は農地中間管理事業の実施に係るも 

のと認められるため、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第２号の要

件を満たしています。また、１番から３４番までの農用地利用集積等促進計画は、「農

地中間管理事業実施に関する規程」の「貸付先決定ルール」に基づき作成されたもので

あります。 

議   長  議案第５号の１番から３４番の説明がありましたので、１番から３４番について、何

かご質問はありませんか。 

      （「なし」と言う者あり） 

議   長  ご質問がないようですので、１番から３４番を 「意見なし」 とすることにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長  ご異議がないようですので、１番から３４番は、「意見なし」とすることに決定いた

します。 

（議案第６号） 

議   長  次に、議案第６号「地籍調査による農地地目の変更に伴う意見聴取の件」を議題とい

たします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局  議案第６号「地籍調査事業による農地地目の変更に伴う意見聴取の件」についてご説

明します。 

本案は、地籍調査課が地籍調査を実施した結果、農地等に係る登記地目の変更を予定

している土地について、農業委員会の意見を求められているものです。内容につきまし

ては、貝津第４地区で、市街化調整区域内農地等が１３筆、合計１３筆の内農地から農

地以外への変更が１３筆予定されています。農地以外への地目変更が予定されているも



 - 11 - 

のについて、いずれも許可不要案件となっておりますので、異議なしで回答したいと思

います。以上で説明を終わります。 

議   長  事務局から説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

       （「なし」と言う者あり） 

議   長  ご質問がないようですので、第６号議案については、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長  ご異議がないようですので、事務局が作成した議案のとおり回答することに決定いた

します。 

議   長  次に、報告案件について、事務局より報告願います。 

事 務 局  報告第１号「農地法第３条の３の規定による届出書受理の件」について報告しま

す。中央地区から１件、小栗地区から２件、小野地区から１件、有喜地区から３件、

真 津山地区から１件、長田地区から１件、多良見地区から２件、森山地区から１

件、飯盛地区から２件、高来地区から１件、合計１５件出ています。届出理由は、す

べて相続により農地の所有権を取得したため、となっております。 

報告第２号「農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知の件」について報告

します。森山地区から２件、飯盛地区から１件、高来地区から１件、合計４件の通知が

出ています。解約理由としましては、中間管理事業を活用するため、売買するため、耕

作者を変更するためとなっております。 

報告第３号「農地法第４条の規定による農地転用届出書受理の件」につきましてご報

告いたします。１番真崎町の田１筆１，５６７㎡に共同住宅を建築する届出です。 

報告第４号「農地法第５条の規定による農地転用届出書受理の件」につきましてご報 

告いたします。 

１番 小船越町の畑１筆１，２１９㎡を分譲宅地とする売買の届出です。 

２番 小船越町の畑１筆３９８㎡を資材置場用地とする売買の届出です。 

３番 貝津町の畑１筆６７０㎡を駐車場用地とする売買の届出です。 

報告第５号「非農地通知申出書受理の件」について報告します。 

小栗地区１件、真津山地区１件、合計２件 ２筆１，０１３㎡の非農地通知申出書を

受理いたしました。いずれも山林・原野化しており、農振白地です。以上で報告を終わ

ります。 

議   長  ただいまの報告の件について、何かご質問はありませんか。 

       （「なし」と言う者あり） 

議   長  なければ、報告の件は、ご了承をお願いいたします。 

議   長  以上をもちまして、提出されました案件は全て終了いたしました。お諮りします。議

決されました案件につきましては、字句、数字、その他整理を要するものがありました

場合、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。 

      （「異議なし」と言う者あり） 

議   長  異議ありませんので、これらの整理を要するものにつきましては、議長に委任するこ

とに決定いたしました。 

議   長  本日の、農地法等に係る審議結果をご報告します。 
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議案第１号 農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に伴う意見聴取の件 ３件 

議案第２号 農地法第３条許可 ３件 

議案第３号 農地法第４条許可 １件 

議案第４号 農地法第５条許可 ９件 

議案第５号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画に対する意見聴取の件 

３４件 

議案第６号 地籍調査による農地地目の変更に伴う意見聴取の件 １件 

以上、審議件数は、全部で５１件でございました。 

以上で本日の審議事項等はすべて終了いたしました。 

これをもちまして、令和７年度諫早市農業委員会第８回総会を閉会いたします。 

長時間にわたり、ありがとうございました。 
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